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参 与 

 皆様、おはようございます。 

 春作業も本格的になりまして、公私とも大変お忙しいところ会議に出席いただきま

して、誠にありがとうございます。 

 欠席の届出ですが、８番、茂木靖雄委員、１９番、鈴木正雄委員から出ております。

２１番、伊藤悟委員はまだ到着されておりません。この後、到着されるかと思います。 

 それでは、定刻となりましたので、ただいまから第１２回大仙市農業委員会総会を

開催いたします。 

                                                    (午前９時 開会) 

 

 会長からご挨拶をいただきます。 

 

（会長挨拶） 
 
 ありがとうございました。 

 会議に先立ちまして、出席委員数をご報告させていただきます。ただいまの出席者

は２１名となっております。会議規則第９条の規定による定足数に達しており、本総

会は成立していることをご報告申し上げます。 

 それでは、初めに、私から、前回４月９日総会から本日までの主な業務報告を申し

上げます。お手元に配付しております第１２回総会までの業務報告書をご覧願います。 

 初めに、４月９日ですが、第１１回農業委員会総会を委員２４名、推進委員３２名

の出席をいただきまして、神岡農村環境改善センターにおいて開催しております。 

 ４月２６日には、農用地利用調整会議を、会長職務代理者、それから推進委員１１

名の出席をいただきまして、神岡庁舎の３階の会議室で開催しております。 

 その他の業務につきましては、配付いたしました資料のとおりとなっておりますの

でご確認いただければと思います。 

 以上で、主な業務報告といたします。 

 それでは、大仙市農業委員会会議規則により、会議の進行は会長にお願いいたしま

す。 

 
 本日の会議を開催します。 

 初めに、議事録署名委員を決めたいと思いますが、当席より指名することにご異議

ございませんか。 

（異議なしの声） 
 

 異議なしと認め、３番、長澤信徳委員、４番、本間隆喜委員の両名を議事録署名委

員に指名いたします。 

 

 議案第１号の「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題とします。 

 
 議案第１号 農地法第３条の規定による許可申請について 
   農地法第３条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。 
   令和３年５月１３日提出 

   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 
 事務局より説明を求めます。 
 

 

 １ページ、１番です。 
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 農地の所在地が、大仙市四ツ屋〇〇〇〇〇〇〇、地目が田、面積〇〇〇平方メートル外、田６筆、

計７筆、合計面積〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 売買による所有権移転で、譲渡人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、６３歳。 

 譲受人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇さん、４１歳です。 

 売買価格は総額〇〇〇〇〇〇〇〇〇円で、１０アール当たりに割り返しますと約〇〇〇〇〇〇〇〇

円となります。 

 申請理由といたしまして、申請農地は〇〇〇〇〇さんの自宅周辺にあり、新規就農を目指すには最

適な場所であることから購入を希望し、〇〇さんがこれに応じてくれたものです。 

 なお、〇〇さんは、現在の経営面積は〇〇ですが、父親が以前に営農していた頃に手伝うなど農作

業経験もあり、農機具も既存のものを使用することから、営農には支障がないものと判断いたしまし

た。 

 

 次に、２ページの３番をご覧ください。 

 農地の所在は、神宮寺〇〇〇〇〇〇〇、地目が畑、面積〇〇〇平方メートル外、田１筆、畑１筆、

合計田２筆、畑１筆、面積〇〇〇〇〇平方メートルです。有償で所有権移転するものです。 

 譲渡人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇さん、４９歳です。 

 譲受人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇さん、４６歳です。 

 売買価格は総額〇〇〇円、１０アール当たりに割り返しますと約〇〇〇〇〇〇〇円となります。 

 申請理由につきましては、譲渡人の〇〇さんは相続により申請農地を取得しましたが、農業経験が

なく、これまで作付けをしておらず、草刈りなど管理に困っていました。今回、当該農地の近くに住

んでいる譲受人の〇〇さんに、低額でもいいので売買したい旨を伝え、これに応じたものでございま

す。 

 

 議案第１号につきましては、ただいま説明いたしました２件のほかに、有償所有権移転２件、交換

２件、無償所有権移転４件、賃貸借権設定の新規１件、使用貸借権設定の新規１件及び更新６件がご

ざいます。 

 １５ページから１６ページの農地法第３条の調査書をご覧ください。 

 農地法第３条第２項各号には該当しない旨記載したもので、結果、全て許可要件を満たしているも

のと考えます。 

 よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 説明が終わりました 
 これより質疑を行います。 
 質疑ございませんか。 
（なしの声） 

 

 質疑ないようですので、これより採決いたします。 
 議案第１号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 

 
 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、議案第１号の「農地法第３条の規定による許可申請について」

は、原案のとおり許可することに決定しました。 

 
 次に、議案第２号の「農地法第４条の規定による許可申請について」を議題としま

す。 
 

 議案第２号 農地法第４条の規定による許可申請について 
   農地法第４条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。 
   令和３年５月１３日提出 
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議 長 

 

参 与 

   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 
 事務局の説明を求めます。 

 

 

 １７ページ、１番をご覧ください。 

 位置図、平面図につきましては、資料１、２ページになります。 

 転用する農地は、神宮寺〇〇〇〇〇〇〇、田、畑、面積〇〇〇平方メートルです。 

 申請人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さんです。 

 申請理由につきましては、申請人〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、来客及び業務の増加により既

存の駐車場が手狭になったため、会社敷地の隣にある自身が所有する農地に駐車場の設置を計画した

ものです。 

 立地基準につきましては、申請地は農地法第４条第６項第２号に規定される小規模の生産性の低い

農地で、第１種、第３種のいずれにも該当しない第２種農地と考えられます。第２種農地は、農地以

外の宅地などの土地や第３種農地がない場合には許可できることとなっており、許可基準を満たして

いるものと判断いたしました。 

 申請地については、既存の会社敷地の隣にあることから、広域的な利用ができると考えられます。 

 また、一般基準につきましても、添付書類等を勘案した結果、許可要件を満たしているものと判断

いたしました。 

 

 続きまして、２番をご説明いたします。 

 位置図及び配置図につきましては、資料３ページ及び４ページをご覧ください。 

 農地の所在は、大仙市橋本〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積〇〇〇平方メートル、外１筆、計２

筆、合計面積〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 申請者は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、７０歳です。 

 駐車場設置のための転用です。 

 転用理由といたしまして、申請人は乳製品の販売・配送業を営んでいる会社の役員をしております。

会社の業務の増加によって、配送者及び来客者用の駐車場が手狭になったため、自己所有の申請地に

新たに駐車場を設置するものです。 

 農地転用の許可基準における立地基準につきましては、申請農地は、おおむね１０ヘクタール以上

の規模の一団の農地の区域内にある農地であることから、第１種農地に区分され、原則許可できませ

んが、許可の例外規定である申請に係る土地の周辺において居住する者の日常生活上、または業務上

必要な施設で、集落に接続して設置されるものに該当すると考え、許可できると判断しております。

また、一般基準につきましても、添付書類等を勘案した結果、農地法第４条第６項第３号及び第４号

に規定する許可要件を満たしているものと判断いたしました。 

 なお、この案件は、令和３年１月８日開催の第７回農業委員会総会で、農振除外案件として同意を

いただいております。 

 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたします。 

 

議 長 

 

 

 

齊藤委員 

 

 

 

議 長 

 

 事務局からの説明が終わりました。 
 これより現地調査された委員から補足説明がありましたらお願いいたします。 
 案件１番についてお願いします。 

 
 ９番、齊藤です。 
 平面図にありますとおり、事務所、県道、市道に挟まれた農地で、周りの農地に影

響することもなく、問題ないものと思いますので、ご審議よろしくお願いします。 

 
 ありがとうございます。 
 案件２番についてお願いします。 
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本間委員 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 
 ４番、本間です 
 先月２８日、現地調査を事務局と行ってまいりましたけれども、事務局の説明のと

おり、何ら問題ないということで、皆さん、ご審議よろしくお願いします。 
 
 ありがとうございます。 
 

 現地調査、大変ありがとうございました。 
 それでは、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 
 
 質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 
（なしの声） 
 
 ないようですので、これより採決いたします。 

 議案第２号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 
 
 ありがとうございます。 

 全員賛成ですので、議案第２号の「農地法第４条の規定による許可申請について」

は、原案のとおり許可することに決定しました。 
 
 次に、議案第３号の「農地法第５条の規定による許可申請について」を議題としま

す。 
 
 議案第３号 農地法第５条の規定による許可申請について 
   農地法第５条の規定により、下記農地の申請があったので審議を求める。 

   令和３年５月１３日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 
 事務局の説明を求めます。 

 

 

 １８ページ、１番をご覧ください。 

 位置図、平面図につきましては、資料５、６ページになります。 

 転用する農地は、福田町〇〇〇、地目が田、面積〇〇〇平方メートル外、田２筆、合計、田３筆。

面積〇〇〇平方メートルです。売買による所有権移転です。 

 譲渡人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さんです。 

 譲受けの会社は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇、〇〇〇

〇さんです。 

 売買価格については、１平方メートル当たり〇〇円、総額が〇〇〇〇〇〇円となっています。 

 申請理由につきましては、申請地は大曲地域の市街地にあり、住環境に優れていることから、分譲

住宅地として９区画を造成の上、販売するものです。 

 この宅地造成の案件の審査につきましては、一般基準による判断となります。申請地は、都市計画

法に規定する用途地域が定められており、例外的に許可することが認められています。なお、添付書

類等につきましても、農地法第５条に規定する要件を満たしており、許可相当と判断いたしました。 

 

 続きまして、２番です。 

 位置図及び配置図につきましては、資料の７ページと８ページをご覧ください。 
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 転用する農地が、大仙市花館〇〇〇〇〇〇〇、地目が田、面積〇〇〇平方メートル、１筆です。 

 贈与による所有権移転で、一般住宅の新築です。 

 譲渡人が、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん。 

 譲受人が、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん外１名です。 

 申請理由といたしまして、譲受人は、現在、妻子とアパートに住んでおりますが、子供の成長に伴

い、アパートでは手狭になったことから、祖父である〇〇さんの農地に住居の新築を計画したもので

す。 

 農地転用の許可基準における立地基準につきまして、申請地は、都市計画法第８条第１項第１号に

規定する用途地域が定められている第３種農地に区分されます。農地法第５条第２項第１号ロ（１）

において、第３種農地は許可することができるため、立地基準における許可要件を満たしているもの

と判断いたしました。また、一般基準につきましても、添付書類等を勘案した結果、農地法第５条第

２号、第３号及び第４号に規定する許可要件を満たしているものと判断いたしました。 

 

 次に、３番です。 

 位置図及び配置図につきましては、資料の９ページと１０ページをご覧ください。 

 転用する農地が、大仙市東川〇〇〇〇〇〇〇〇、地目が田、面積〇〇〇平方メートル、１筆です。 

 賃貸借権を設定し、資材置場を設置するものです。 

 貸付人が、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん。 

 借受人が、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇、〇〇〇さんです。 

 申請理由といたしまして、借受け会社は左官工事等の建築業を営んでいますが、本社及び社員駐車

場にある資材置場が手狭であることから、従業員が所有する農地を借り受け、資材置場の設置を計画

したものです。 

 賃借料は１平方メートル当たり〇〇〇円、総額〇〇〇円です。 

 農地転用の許可基準における立地基準につきまして、申請地は、おおむね１０ヘクタール以上の規

模の一団の地区内にある農地であることから、第１種農地に区分されます。第１種農地は原則許可で

きませんが、農地法施行規則第３３条第４号、住宅その他申請に係る土地の周辺に居住する者の日常

生活上、または業務上、必要な施設で、集落と接続して設置されるものと認められることから、立地

基準における許可要件を満たしているものと判断いたしました。また、一般基準につきましても、添

付書類等を勘案した結果、農地法第５条第２号、第３号及び第４号に規定する許可要件を満たしてい

るものと判断いたしました。 

 

 １９ページ、４番を説明いたします。 

 位置図及び配置図につきましては、資料１１ページ及び１２ページをご覧ください。 

 農地の所在は、大仙市戸地谷〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積〇〇〇平方メートル、１筆です。 

 売買による所有権移転です。 

 譲渡人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇さん。 

 譲受人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇さんです。 

 駐車場設置のための転用になります。 

 転用理由といたしまして、譲受人は、ロードサービス、レッカー業及び中古車販売業を営んでおり

ます。このたび、事業の拡大に伴い申請地を取得し、レッカー車両、回収した故障車の一時保管場所、

販売用の中古車展示のための駐車場設置を計画したものです。 

 売買金額は総額で〇〇〇〇円、１平方メートル当たりは約〇〇〇〇〇円です。 

 農地転用の許可基準における立地基準につきましては、申請農地は、国道１３号線近くで、一団の

農地は少なく宅地化が進んでいる区域であることから、第２種農地に区分されます。農地法施行規則

第４５号第１項において、相当数の街区を形成している区域内にある農地は許可できることから、許

可要件を満たしているものと判断いたしました。また、一般基準につきましても、添付書類等を勘案

した結果、農地法第５条第２項第２号及び第４号に規定する許可要件を満たしているものと判断いた

しました。 

 

 続きまして、５番を説明いたします。 
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 位置図及び配置図につきましては、資料１３ページ及び１４ページをご覧ください。 

 農地の所在は、大仙市板見内〇〇〇〇〇〇〇、地目は畑、面積〇〇〇平方メートル、１筆です。 

 贈与による所有権移転です。 

 譲渡人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇さんです。 

 譲受人は、〇〇〇〇〇〇〇さん外１名です。〇〇さんは、〇〇さんの孫になります。 

 一般住宅建築のための転用です。 

 理由といたしまして、譲受人は、現在、祖母宅に７人で同居をしておりますが、家族が多く手狭な

ことから、祖母が所有する申請農地を譲り受けて、一般住宅の建築を計画したものです。 

 農地転用の許可基準における立地基準につきましては、申請農地は、宅地と市道に囲まれた狭隘農

地であり、第１種農地、第３種農地のいずれにも該当しない農地であることから、第２種農地に該当

すると判断しております。 

 農地転用における許可基準につきましては、第２種農地は、事業の目的を達成できる同規模の農地

以外の土地や第３種農地など、申請地に替わる土地が周辺にない場合、許可できることから、事業の

目的や立地基準、周辺の土地の状況を勘案し、許可要件を満たすと判断しております。 

 また、一般基準につきましても、添付書類等を勘案した結果、農地法第５条第２項第２号及び第４

号に規定する許可要件を満たしているものと判断いたしました。 

 なお、説明いたしましたこの案件は、令和３年１月８日開催の第７回大仙市農業委員会総会で、農

振除外案件として同意をいただいております。 

 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

三浦委員 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

渡邊委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

本間委員 

 

 

 

 事務局からの説明が終わりました。 
 これより現地調査された委員から補足説明がありましたらお願いいたします。 
 案件１番及び２番についてお願いします。 

 
 ５番の三浦功です。 
 先日５月６日に、担当の職員の方と現地調査に行ってまいりました。申請地は、資

料の５ページと７ページを見ていただくと分かるとおり、大曲駅東口と国道１３号線

バイパスの間にあります用途地域の一角にあります。 
 先ほど、事務局の方が説明しましたとおり、何ら問題ないものと確認してまいりま

した。よろしくお願いします。 
 

 ありがとうございます。 
 案件３番についてお願いします。 
 
 渡邊です。 

 先般、事務局と確認に行ってまいりました。資料をご覧になって分かるとおり、１

３号バイパスのヤマダ電機の近くであります。ここら辺は、農用地としてもいいし、

また、宅地でもいいというような判断をされている、いわゆる地図上では白地区と言

われているところであります。自分の仕事で出た残土を徐々に盛り上げていくという

ようなことで、ちょっと心配されましたけれども、隣接する田の所有者が申請者と同

じだということで、また、水路的にも末端だというようなことで、問題ないというふ

うに判断をいたしました。よろしくご審議お願いします。 
 

 ありがとうございます。 
 案件４番についてお願いします。 
 
 ４番、本間です。 

 事務局の説明のとおり、何ら問題ないと確認してまいりましたので、ご審議のほど、

よろしくお願いします。 
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議 長 

 

 

小松委員 

 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 ありがとうございます。 
 案件５番についてお願いします。 
 

 ６番、小松です。 
 ５月３日に推進委員とともに現地確認をいたしました。 
 図面のとおり、当地域は住宅地と道路に囲まれた畑地でございますので、雨水対応

の水路もありますので、何ら問題ないところと考えますので、よろしくご審議のほど

お願いします。 
 
 ありがとうございます。 
 

 現地調査、大変ありがとうございました。 
 それでは、よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 
 
 質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 
（なしの声） 

 

 ないようですので、これより採決いたします。 

 議案第３号について、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 
 
 ありがとうございます。 

 全員賛成ですので、議案第３号の「農地法第５条の規定による許可申請について」

は、原案のとおり許可することに決定しました。 
 
 次に、議案第４号の「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認

について」を議題とします。 
 
 議案第４号 農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について 
   農業経営基盤強化促進法第１８条第１項の規定により、下記農用地利用集積計 

  画の決定について意見を求める。 
   令和３年５月１３日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 

 議案第４号、案件１番から２番の「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積計画の承認について」を議題とします。 
 本案件は〇番、〇〇〇委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により〇〇

委員の退席を求めます。 

（〇〇委員 退席） 
 
事務局より説明を求めます。 
 

 

 ２０ページの１番と２番は関連がありますので、一括で説明いたします。 

 所有権を移転する農用地は、大仙市神宮寺〇〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積〇〇〇平方メート

ル、１筆です。 

 所有権を移転する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇さんと〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇さんで、持分２分の１ずつの共有地です。 
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 所有権の移転を受ける方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇さんです。 

 売買価格は、１０アール当たり〇〇〇〇〇〇〇〇円で、総額〇〇〇〇〇〇〇〇円です。 

 申出理由といたしまして、〇〇さん、〇〇〇さんは、これまで賃貸借契約していた申請農地を受け

手の事情により返還され、次の受け手を探していました。〇〇〇〇〇〇〇〇〇さんが、この農地の耕

作を引き受けることになったのですが、〇〇さんがこの農地を売りたいと申し出ました。持ち主であ

る〇〇〇さんは、〇〇さんが売るならと持分を売り渡すことに同意し、〇〇さんに売買の相談をした

ところ、〇〇さんがこれに応じてくれたものです。 

 

 続きまして、２番です。 

 所有権を移転する農用地は、大仙市神宮寺〇〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積〇〇〇平方メート

ル外、田１筆、合計面積〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 所有権を移転する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇さん。 

 所有権の移転を受ける方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇さんです。 

 売買価格は、１０アール当たり〇〇〇〇〇〇〇〇円で、総額〇〇〇〇〇〇〇〇円です。 

 申出理由といたしまして、申請農地は、１番でご説明した〇〇〇〇〇〇〇〇〇の隣接地なので、一

緒に売買したい旨を〇〇さんに相談したところ、〇〇さんがこれに応じてくれたものです。 

 ただいまご説明いたしました１番及び２番につきましては、農業経営基盤強化促進法第１８条第３

項各号の要件を満たしているものと考えられます。 

 よろしくご審議くださいますようお願いいたします。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 説明が終わりました。 
 これより質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 

（なしの声） 
 
 ないようですので、これより採決いたします。 
 議案第４号、案件１番から２番については、原案のとおり決定することに賛成の方

は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 
 
 ありがとうございます。 

 全員賛成ですので、議案第４号、案件１番から２番の「農業経営基盤強化促進法に

基づく農用地利用集積計画の承認について」は、原案のとおり承認することに決定し

ました。 
 〇番、〇〇委員の入場を求めます。 

（〇〇委員 入場） 
 
 次に、議案第４号、案件６９番の「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集

積計画の承認について」を議題とします。 

 本案件は〇〇番、〇〇〇委員の関係議案につき、会議規則第２８条の規定により、

〇委員の退席を求めます。 
（泉委員 退席） 
 

 事務局より説明を求めます。 
 

 

 ５３ページから５４ページ、６９番の説明をいたします。 

 農地中間管理機構を活用した一括方式による新規の賃貸借設定です。 

 利用権を設定する農地は、大仙市太田町斉内〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積〇〇〇〇〇 



 

- 11 -

平方メートル外、田１３筆、計１４筆、合計面積〇〇〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 利用権を設定する者は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、７１歳です。 

 利用権の設定を受ける方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇、〇〇〇〇、〇〇〇〇さんです。 

 設定期間は１０年、賃借料は、１０アール当たり〇〇〇〇〇〇〇円となっております。 

 申請理由といたしまして、当該農地は、圃場整備区域内であり、機構集積協力金推進事業を活用す

るため、法人に貸し付ける必要があったことから、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇に貸し付けるもの

です。 

 本案件は、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えられます。 

 よろしくご審議くださるようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

参 与 

 説明が終わりました。 
 これより質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 
（なしの声） 

 
 ないようですので、これより採決いたします。 
 議案第４号、案件６９番については、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手

をお願いします。 

（賛成者挙手） 
 
 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、議案第４号、案件６９番の「農業経営基盤強化促進法に基づく

農用地利用集積計画の承認について」は、原案のとおり承認することに決定しました。 
 〇〇番、〇委員の入場を求めます。 
（〇委員 入場） 
 

 次に、議案第４号、３番から６８番及び７０番から２０２番までの「農業経営基盤

強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について」を議題とします。 
 事務局の説明を求めます。 
 

 

 ２２ページ、６番をご覧ください。 

 所有権を移転したい農用地は、大仙市土川〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積が〇〇〇〇〇平方メ

ートル、１筆です。 

 所有権を移転する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、７３歳です。 

 所有権の移転を受ける方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、５６歳です。 

 売買価格は、総額で〇〇〇円、１０アール当たりに割り返しますと約〇〇〇〇〇〇〇円です。 

 申出理由といたしまして、当該農地は、〇〇さんの所有農地と隣接しており、長年賃貸借契約を結

んで〇〇さんが耕作してきました。〇〇さんは病気になり、少しずつ農地を処分することを検討し、

売買の相談をしたところ、〇〇さんがこれに応じてくれたものです。売買価格が低くなっております

が、もう農業ができないのでと〇〇さんからこの金額を申し出て、〇〇さんが同意したものです。 

 

 ２３ページ、９番についてご説明いたします。 

 所有権を移転する農地は、大仙市南外〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積が〇〇〇〇〇平方メ

ートル外、田２筆、畑４筆、計７筆、合計面積〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 所有権を移転する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、６８歳です。 

 所有権の移転を受ける方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん、７２歳です。 

 売買価格は総額〇〇〇円で、１０アール当たりに割り返しますと〇〇〇円となっております。 
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 申請理由といたしまして、〇〇さんは経営規模の縮小を考えており、現在、当該農地の作業を受託

している〇〇さんに売買の相談をしたところ、〇〇さんがこれに応じてくれたものです。なお、売買

価格が低くなっておりますが、〇〇さんが農地を手放すに当たり、これまで当該農地の作業を受託し

てくれた〇〇さんから管理してもらいたいという強い希望によるものです。 

 

 ３４ページ、３１番をご説明します。 

 利用権を設定する農地は、鑓見内〇〇〇〇〇〇〇〇、地目が田、面積〇〇〇平方メートル、１筆で

す。 

 新規の使用貸借権の設定です。 

 利用権を設定する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇さん。 

 利用権の設定を受ける方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇さんです。 

 契約期間は１年です。 

 理由といたしまして、この農地は〇〇さんが耕作するほかの農地からは離れており、耕作不便であ

ることから、隣接地を耕作する〇〇さんに耕作をお願いするものです。なお、急なお願いであること

から、契約期間は１年とし、賃借料はもらわないことで話がまとまりました。 

 

 ４０ページの４５番から４６番について、設定を受ける方が同一の方ですので、一括で説明させて

いただきます。 

 ２案件とも新規の使用貸借権の設定になります。 

 ４５番です。 

 利用権を設定する農用地は、大仙市南外〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積が〇〇〇〇〇平方メート

ル外、田１筆、計２筆の合計面積〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 利用権を設定する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇〇さん、７４歳です。 

 次に、４６番です。 

 利用権を設定する農用地は、大仙市南外〇〇〇〇〇〇〇、地目は田、面積〇〇〇〇〇平方メートル

外、田４筆、計５筆、合計面積〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 利用権を設定する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇さん、５６歳です。 

 これら２案件の借受人は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇さん、３０歳です。 

 設定期間は１０年です。 

 申請理由といたしまして、借受人の〇〇〇さんは、平成３０年から妻と一緒に農業を経営しており

ます。今年度、さらに経営規模を拡大したいと考え、農地を探しておりました。同一団地内で農地管

理が期待できることから、〇〇さんと〇〇さんの協力により使用貸借で農地を借り受け、ネギを栽培

する予定です。 

 

 議案ナンバー１、５４ページ、７０番から、議案ナンバー２、２１０ページ、２０２番までをご説

明いたします。 

 議案ナンバー１、５４ページ、７０番です。 

 利用権を設定する農地は、大仙市大曲西根〇〇〇〇〇〇〇〇〇、地目が田、面積〇〇〇〇〇平方メ

ートル外、田１筆、合計面積〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 利用権を設定する方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん外１３２名です。 

 利用権の設定を受ける方は、〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん外２５名、合計１３

３件、田１，５０２筆、畑９２筆、合計面積〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 １０アール当たり賃借料につきましては、田が〇〇〇〇〇円から〇〇円、畑も、使用貸借から、田

と同額の〇〇〇〇〇〇〇円と幅があります。これは、圃場条件やこれまで賃貸借していた経緯などの

理由が考えられます。 

 設定期間は、７０番が５年、２０２番が３年、それ以外の案件は１０年となっております。 

 詳細につきまして、一部ご説明いたします。 

 ５４ページ、７０番の貸借期間が５年の理由ですが、この農地は、これまで強化法の賃貸借契約で

５年ごとの更新をしてきました。賃借料が自動で引き落としされ、自動で振込されるなどメリットが

あることから、農地中間管理機構を使うことにしましたが、契約期間は従来どおりの５年を希望した
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ものです。 

 ２０８ページ、１９６番は、地目が畑であり小規模の区画であることから、使用貸借で貸し出すも

のです。 

 ２１０ページ、２０２番の賃貸借契約が３年なのは、これまで耕作していなかった農地を借り受け

ることになったため、様子見を含めて長期契約をしなかったためです。 

 ご説明した以外の１件ごとの詳細につきましては、議案書をご確認いただきますようお願いいたし

ます。 

 

 議案第４号、案件３番から６８番及び７０番から２０２番までにつきましては、ただいま説明いた

しました１３８件のほかに所有権移転９件、賃貸借権設定の新規３３件、更新１８件、移転１件がご

ざいます。 

 今回の所有権移転における売買価格の内容につきましては、説明案件を除き、田では１０アール当

たり〇〇〇〇〇〇〇〇円から〇〇〇円と幅があり、また、畑では〇〇〇円となっております。これは、

各地域の圃場の条件及び契約者双方の意向並びに実情を踏まえた妥当な契約金額と推察しており、利

用調整会議においてもご承認いただいたものであります。 

 次に、賃貸借権設定の１０アール当たりの賃借料の内容でありますが、説明案件を除き、田の低い

ほうでは１０アール当たり〇〇〇〇〇円から〇〇〇〇〇〇〇円と幅があり、また、畑では〇〇〇〇〇

円となっております。低いほうは圃場の条件が悪いことなどが考えられますが、契約者双方の意向も

あり、妥当な契約金額と推察しております。 

 いずれも農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えております。 

 よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

 

 

 

議 長 

 

 説明が終わりました。 

 これより質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 
（なしの声） 
 

 ないようですので、これより採決いたします。 
 議案第４号、案件３番から６８番及び７０番から２０２番までについては、原案の

とおり決定することに賛成の方は挙手をお願いします。 
（賛成者挙手） 

 
 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、議案第４号、案件３番から６８番及び７０番から２０２番まで

の「農業経営基盤強化促進法に基づく農用地利用集積計画の承認について」は、原案

のとおり承認することに決定しました。 
 
 次に、議案第５号「農用地の買入協議に係る要請について」を議題とします。 
 

 議案第５号 農用地の買入協議に係る要請について 
   次の法人から別紙のとおり農業経営基盤強化促進法第１５条第１項に基づき、 
  農用地の所有権移転に係るあっせんの申出があり、公益社団法人「秋田県農業公 
  社」による買入が特に必要と認められるので、同法第１５条第４項に基づき、大 

  仙市長に対して、同公社が買入協議を行う旨の通知をされるよう要請するもので 
  ある。 
   令和３年５月１３日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 

 
 事務局の説明を求めます。 
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参 与 

 

 ２１２ページをご覧ください。 

 農業公社の農地売買支援事業では、８００万円を超える農地売買の際に買入協議を行うことになっ

ております。 

 買入協議につきましては、所有権移転に係るあっせん申出について、大仙市が農業公社に対し、買

入協議を行う旨の通知をされるよう要請しても差し支えないかをご審議いただきたく、提出したもの

でございます。 

 申出年月日は令和３年４月１９日、申出者は〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇、〇〇〇〇さん。 

 対象農地は、横堀〇〇〇〇〇〇〇、地目が田、面積が〇〇〇〇〇平方メートル外、田３筆、合計面

積〇〇〇〇〇〇〇平方メートルです。 

 この総会におきまして、買入協議を行う旨の通知をしても差し支えないというご承認をいただけれ

ば、大仙市は農業公社に対し、農用地の買入協議に係る要請書を提出し、市では、関係者に対し買入

協議を行う旨の通知をする運びとなります。 

 このたびの申出者は、令和３年中に８００万円を超える売買を計画しています。買受人は複数いる

予定ですので、委員の皆様には、今後数回にわたって公社売買案件をご審議いただくと思いますので、

よろしくお願いいたします。 

 

議 長 

 

 

 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

 

 

 

 

事務局長 

 

 

 

 

 

議 長 

 

参 与 

 説明が終わりました。 
 これより質疑に入ります。 
 質疑ございませんか。 

（なしの声） 
 
 ないようですので、これより採決いたします。 
 本案について、原案のとおり承認することに賛成の方は挙手をお願いします。 

（賛成者挙手） 
 
 ありがとうございます。 
 全員賛成ですので、議案第５号の「農用地の買入協議に係る要請について」は、原

案のとおり要請することに決定しました。 
 
 次に、報告第１号の「農地法第６条第１項の規定（農地所有適格法人）による報告

について」を議題とします。 

 
 報告第１号 農地法第６条第１項の規定（農地所有適格法人）による報告について 
   下記の者から、農地法第６条第１項の規定により書類提出があったので、これ 
  を報告する。 

   令和３年５月１３日提出 
   大仙市農業委員会 会長 細谷精悦 
 
 事務局より報告願います。 

 

 

 報告の前に、資料の訂正をお願いいたします。 

 ２４３ページの農事組合法人アグリヘリ西仙の報告書の中にございます、一番下の（２）売上高で

す。申出日の属する年に〇〇になっておりますが、〇〇〇〇〇〇に……１つゼロを消していただきま

すよう訂正いたします。こちらのチェックミスでございます。申し訳ございませんでした。 

 それでは、報告させていただきます。 
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 資料ナンバー２の２１３ページから２１５ページをご覧ください。 

 記載の２２法人からの報告がありました。 

 順に読み上げるところではございますが、総会時間の短縮のため省略させていただきます。ご了承

ください。 

 詳細につきましては、２１６ページから２９６ページをご覧ください。 

 結果、全ての法人が農地所有適格法人の要件を満たしていると判断いたしました。 

 

議 長 

 

議 長 

 

 

 

議 長 

 

 

議 長 

 

 以上、報告といたします。 
 
 以上で本日の日程は全て終了しました。 
 その他、事務局から何かありませんか。 

（なしの声） 
 
 委員の皆さんから何かありませんか。 
（なしの声） 

 
 ないようですので、以上をもちまして第１２回大仙市農業委員総会を閉会します。 
 本日はご苦労さんでした。 
 

                                              (午前９時５７分 閉会) 

 


